
欧米でのｶｰｴｱｺﾝ冷媒規制動向と

国内改正ﾌﾛﾝ法への対応検討
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・使用冷媒：R-134a（GWP1430）

・代替候補冷媒：HFO-1234yf（GWP4）
：R-445A（GWP130）
：R-744（GWP1）

・冷媒使用量：平均500g
（軽四300g～ﾃﾞｭｱﾙA/C車800g）

カーエアコンの概要

２．車両搭載位置
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ
（ｴﾝｼﾞﾝ）

ｺﾝﾃﾞﾝｻ

（ｸｰﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ）
膨張弁＆
ｴﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀ
（室内）

１．構成部品の機能
冷凍ｻｲｸﾙの作動 （一般の冷凍空調機と同じ）

①ｺﾝﾌﾟﾚｯｻで冷媒を圧縮し高温高圧ｶﾞｽ化⇒②ｺﾝﾃﾞﾝｻで高温

高圧ｶﾞｽを冷やし液化⇒③膨張弁で減圧し低圧低温の霧状化
⇒④ｴﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀで気化させ熱を奪い室内を冷却
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①ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ

②ｺﾝﾃﾞﾝｻ
ﾚｼｰﾊﾞタンク

④ｴﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀ ③膨張弁

３．冷媒

ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ

送風機

自動車ﾒｰｶが部品の搭載
設計・性能評価を実施し
ｶｰｴｱｺﾝｼｽﾃﾑを決定

ｶｰｴｱｺﾝの特徴

・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻはｴﾝｼﾞﾝ動力で駆動

但しﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車、EV車は電動ﾓｰﾀ駆動

・暖房はｴﾝｼﾞﾝの排熱を利用（除くEV車）



１．SAE（米国自動車技術会）共同研究ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（CRP*1）

【FTAﾁｬｰﾄ】

車両火災

暴露

伝搬

着火

衝突 冷媒放出

燃焼濃度 高温面

×

×

低減要素

燃焼濃度×
×

火災の伝搬
（エンジンルーム内で潤滑油等に着火・伝搬）

乗員が脱出できないリスク

火災暴露

HFO‐1234yfの安全性の検証

日・米・欧・韓10社が参画し、前回CRP（’06～’09年）で行ったFTA*2をﾍﾞｰｽに、最新の
各OEMの評価結果を用いてﾘｽｸを再評価 （’12年10月～）

【結果】 （ ’13年7月）

・HFO-1234yfに起因した車両火災に乗員が曝されるﾘｽｸは 3×10-12で
これは全ての原因による車両火災ﾘｽｸ 1×10-6に比べて非常に低い

衝突によるｴﾝｼﾞﾝﾙｰﾑ部品隙間
縮小により着火性が低下

着火に必要な排気管表面温度は
700℃以上
この条件になる頻度は極少

高温部位で冷媒が着火するため
の濃度は限定され、漏れ方向や
流れ方が大きく左右

衝突時の冷却水蒸気の放出が冷
媒の着火を阻止

*1：Cooperative Research Project (CRP1234-4) 
*2：Fault Tree Analysis（故障の木解析）
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[ ‘13年7月：SAE CRP1234-4最終報告書より引用]



２．ﾄﾞｲﾂ自動車局（KBA）の車両ﾃｽﾄ

・評価車両：ﾄﾞｲﾂ国内で新冷媒の認可を受けた車両４台

・試験方法
Step１：40km/hｵﾌｾｯﾄ衝突試験にて、3つのﾚﾍﾞﾙで漏れ箇所を特定

（a）冷媒漏れが確認できた箇所、 （b）冷媒漏れは無いが変形が見られた箇所
（c）漏れ変形は無いが、耐久性や高速度衝突を考慮すると漏れる可能性がある箇所

Step２：高負荷走行で温度を上げ上記条件で冷媒を放出し、火災やHFの発生を確認

【結果】（ ’13年10月）

・ ドイツの製品安全法上は、上記（a）、（b）が対象で、今回の試験では、製品安全上
問題となるｴﾋﾞﾃﾞﾝｽは見当たらず

・ただし、（c）の条件では火災やHF発生の懸念があり、更なる調査が必要
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HFO‐1234yfの安全性の検証

３．欧州委員会の対応
・欧州委員会の委託を受けた欧州共同研究センター（JRC※3）が利害関係者を交えて

検討会を開催し、SAEやKBAの結果を総合的に検証（’13年11,12月、’14年1月）
・欧州委員会は、「安全上の懸念を裏付ける証拠はない」との結論を公表（’14年3月）

※3： Joint Research Center

【試験概要】



１．欧州 ― 欧州ｶｰｴｱｺﾝ冷媒指令 ―

２．北米 ― 重要新規代替物質政策（SNAP）ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ー

・規制内容 ：大気浄化法のｵｿﾞﾝ層保護規定の下でﾌｪｰｽﾞｱｳﾄされる化学物質

（CFCなど）の代替物質を評価・規制するEPAのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ。

⇒ HFO-1234yfは、乗用車、ﾗｲﾄﾄﾗｯｸのみで使用可能、設計要件の

規定とFMEA（故障ﾓｰﾄﾞ影響分析）実施の条件あり

⇒ HFC-134a（現行冷媒）については、将来の禁止化が検討中

具体的な禁止時期は明確でないものの、実質規制となる方向

欧米の冷媒規制

・規制内容 ： GWP＞150の冷媒使用禁止

・対象車両 ： 乗用車、小型商用車（1,305kg以下）

・法律公布 ： 2006年5月

・適用日 ： 新型車 2011年１月１日～ 、新車 2017年１月１日～

※冷媒の供給不足により、2012年12月31日まで新型車に従来冷媒（134a）の使用可
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要 望 理 由

対
象
車
両

乗用車を対象 ・乗用車の販売台数比率は約90％を占める
（冷媒使用量比率でも約90%）

・ﾊﾞｽ、ﾄﾗｯｸは、長期使用/長距離走行に対する耐久性検証、
特有の車両構造や機器搭載ﾚｲｱｳﾄに伴う、専用部品開発と
安全性検証が必要で、欧州でも規制対象車両になっていない
（例：ｷｬﾌﾞﾁﾙﾄ構造、ｴﾝｼﾞﾝﾚｲｱｳﾄ、空調ﾕﾆｯﾄのﾙｰﾌ搭載 等）

目
標
値

GWP=150 ・現在、GWP=130程度の冷媒導入を検討している社もあり、
代替冷媒に係る複数の選択肢を残すことで供給安定性の
確保や、競争原理を働かせる

・欧州の規制と協調

目
標
年
度

適正な開発ﾘｰﾄﾞ
ﾀｲﾑと ﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ

ｻｲｸﾙを考慮し、
目標年度を設定

・冷媒変更による性能悪化ﾘｶﾊﾞﾘｰ対応
（ｴｱｺﾝ機器諸元変更・車両性能評価）

・ｺｽﾄｱｯﾌﾟへの対応
・車両生産工場への冷媒充填設備の導入
・ｻｰﾋﾞｽ機器の各販売拠点への配備

自工会の要望

■ ｶｰｴｱｺﾝの指定、目標設定に際しては、冷媒の安定供給、適正価格化、ｻｰﾋﾞｽ機器の
規制緩和を考慮頂きたい。



（参考１） 新型車の開発ﾌﾟﾛｾｽｲﾒｰｼﾞ（例）

企画 設計・評価 量産ﾄﾗｲ 量産

デザイン

設計

評価 生産準備・ﾄﾗｲ L/O

＜空調開発ﾌﾟﾛｾｽ＞

性能予測⇔A/C機器諸元検討
⇔車両成立性検討⇒仕様決定

A/C機器 搭載設計

車両性能影響評価
・振動騒音・燃費・冷却
・ｴﾝｼﾞﾝ制御・衝突安全
・間隙干渉・ｻｰﾋﾞｽ性 等

・A/C機器車両成立性
確認・評価・改良設計

・冷房性能評価・改良
組付性評価

試作

先行評価

量産ﾄﾗｲ車
性能確認

設計

評価

6～8ヵ月21～24ヵ月6～10ヵ月

商品企画

性能ﾘｶﾊﾞﾘｰ策と影響度 設計 評価

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ容量ｱｯﾌﾟ 小‐中 大

ｴﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀ性能ｱｯﾌﾟ(f.p) 小 小‐中

ｺﾝﾃﾞﾝｻ性能ｱｯﾌﾟ 中‐大 中‐大

内部熱交換器採用 中‐大 中

低圧配管径ｱｯﾌﾟ 小 小

風量ｱｯﾌﾟ 小 中

車両熱負荷低減 中‐大 中
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（参考２） 欧州の新冷媒全車切り替えと同時期に国内の導入ができない理由

１．国内で販売されている車両のうち欧州へ導入されているのは1/3程度で
残り2/3の車両に対しては新冷媒ｴｱｺﾝ搭載の開発が必要
（自工会 乗用車ﾒｰｶ８社の日本・欧州導入車種数ﾃﾞｰﾀより）

２．日本と欧州の仕様差への対応

(1) 温度環境の違いにより、欧州向けと同じｴｱｺﾝ機器変更では冷房性能が
不足するため、日本向け専用のｴｱｺﾝ開発が必要

(2) 日本と欧州では排気ｶﾞｽ/燃費規制の違いによりｴﾝｼﾞﾝ制御が異なるため、
新冷媒採用時のｴｱｺﾝ動力変化に対し、日本向けｴﾝｼﾞﾝも制御の適合開発
が必要
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（参考３） 新冷媒導入車の代替サイクル（イメージ図）


